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（仮称）座間市市民交流施設条例（骨子案）について 

案を作成した趣旨、

目的及び背景並びに

論点 

 本案は、小田急相模原駅前西地区市街地再開発事業において整備される

施設の商業・公益棟の一部を取得し、２階に子育て支援施設、４階に保育

所を設置するとともに、３階には子育て世代をはじめ、多世代交流を促進

し、新たなコミュニティの形成に資するため、市民交流施設を設置するも

のです。 

 近年、少子高齢化及び核家族化といった社会構造の変化に加えて、地域

の中での人と人とのつながりが弱まり、地域社会で孤立する人々が増えて

いる状況があります。地域での交流の場には様々なものがあり、地域のコ

ミュニティセンターをはじめ公民館、地区文化センターや自治会の集会所

などの施設を拠点として地域活動が活発に行われております。しかし、転

入等により新たに本市で生活を始められた方や、定年退職等を契機として

地域での活動を本格的に始められる方、また、具体的な活動の目的が明確

になっていない方などにとっては、いきなりコミュニティセンター等での

行事や活動に参加することが難しい場合があります。 

 このように、地域での行事や活動に参加したことがない方でも立ち寄り

やすく、また年代や性別を問わず住民の誰もが気軽に利用できる、利用対

象を限定しないコミュニティカフェの配置など、これまでにない形での市

民交流施設を設置し、新たな交流の機会、地域とつながる「きっかけ」の

場をつくり、地域の活性化を図ります。 

内容 

１ 市民交流施設の概要 

市民交流施設は、座間市相模が丘一丁目 293 番地リビオタワー小田急

相模原コモンズざま（4 階建て）の 3 階部分に設置します。（約 350 平方

メートル） 

 主な構成施設は次のとおり。 

① 市民交流スペース（カフェ客席・約 107 平方メートル、キッズコー

ナー約 9 平方メートル） 

② 多目的ラウンジ（約 80 平方メートル） 

③ 打合せ室 1（約 13 平方メートル） 

④ 打合せ室 2（約 9 平方メートル） 

⑤ 打合せ室 3（約 11 平方メートル） 

 なお、貸し出しを行う施設は多目的ラウンジ及び打合せ室 1～3 です。 
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２ （仮称）座間市市民交流施設条例の素案 

（１） 設置の目的 

多世代にわたる市民の交流の場を創造し、交流の促進を図るために設置

します。 

（２） 所在地 

座間市相模が丘一丁目 293 番地 

リビオタワー小田急相模原コモンズざま 3 階 

（３） 事業 

市民交流施設では、コミュニティカフェの運営、多目的ラウンジ及び打

合せ室の貸出及び市民等が参加できるイベント（セミナーや各種教室な

ど）の企画・実施などの事業を行います。 

（４） 指定管理者による管理 

市民交流施設の設置の目的を効果的に達成するため、指定管理者制度を

導入し、各事業の実施や施設の利用承認、利用料金の徴収等の業務を指定

管理者が行います。 

（５） 開館時間及び休館日 

市民交流施設の開館時間及び休館日は、次のとおりとします。なお、必

要があるときは、臨時の休館や開館時間の変更を行うことができるものと

します。 

① 開館時間 午前 9 時から午後 10 時まで 

② 休館日 

（ア） 月 1 回程度 

（イ） 年末年始 

（６） 利用の手続き 

市民交流施設の構成施設うち、多目的ラウンジ、打合せ室 1～3 を利用

する場合は、指定管理者に申請し、利用の承認を得るものとします。申請

は、利用する日の属する月の 3 か月前の初日から受け付けます。 

（７） 利用料金 

市民交流施設の構成施設うち、多目的ラウンジ、打合せ室 1～3 の利用

は有料とします。 

（８） その他 

市民交流施設の管理に関し必要な一般的事項（施設の利用承認の取り消

しや利用の権利の譲渡や転貸の禁止等）を定めることとします。 
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意見を提出できる人 
市内在住・在勤・在学者、市内に事務所などを有する法人またはその他の

団体、公募事案に利害関係を有する方 

提出方法 

●住所、氏名（法人などは名称と代表者氏名）、電話番号を明記し、任意

の様式で座間市役所市民協働課宛てに郵送（10 月 15 日必着）、ファクス

（046-255-3550）または直接持参（座間市役所 3階） 

●市ホームページからの電子申請も可 

※市内在勤者は事業所名と所在地、市内在学者は学校名と所在地、法人な

どは所在地を加えてご記入下さい。 

提出期間（30 日未満

の場合はその理由） 
平成 30年 9月 15日（土）～10月 15日（月） 

提出先 

〒252-8566座間市緑ケ丘一丁目 1番 1号 座間市役所市民協働課 

電話：046-252-7966 

ファクス：046-255-3550 

 


